
○ 公  告  

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 す る 。  

2026年 2月 9日  

 

社会福祉法人恩賜

財団済生会松山病院 院長 渡辺 浩毅 

 

１．入札に付する事項 

（１）件名 

   廃棄物の収集運搬及び処分業務委託契約（3年間） 

（２）委託業務の内容等 

   仕様書による（経理課へお問い合わせください） 

（３）業務の場所 

   済生会松山病院 

（４）業務の委託期間 

   2026年 4月 1日～2029年 3月 31日 

（５）入札方法 

① 落札者の決定は、最低価格方式をもって行う。 

② 入札書は、様式により消費税等を除いた額で作成し、封筒に入れ、入札日時に入

札場所で直接提出するものとする。郵送または電報によるものは受付ない。 

③ 落札決定に際しては、消費税等の額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする）をもって落札価格とする。 

④ 入札者は、その提出した入札書の差し替え、変更または取り消しをすることはで

きない。 

⑤ 代理人に入札させるときは、貴社（貴職）の委任状を持参させる。 

⑥ 印鑑（シャチハタ不可）を持参すること。 

（６）入札に参加する者に必要な資格 

  ① この公告で示す委託業務を委託期間中に確実に履行できることを証明した者であ

ること。 

  ② 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、

その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 

    （例：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）に基づく廃

棄物の収集運搬及び処分業の許の証の写し等） 

  ③ 会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始

の申立てがなされていない者。 

（７）提出書類 



  ① 提出期限 

    2026年 2月 24日（火） 

  ② 様式等 

・ 入札参加申込書 1部 

・ 企業行動規範対応チェックシート 1部 

・ 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、

その許認可等に基づく営業であることを証明する書類 1部 

  ③ 提出場所及び方法 

    済生会松山病院経理課へ直接提出するものとする。郵送または電報によるものは

受け付けない。 

（８）入札の日時及び場所 

2026年 2月 25日（水） 10時 00分～ 

   済生会松山病院 本館 2階第 1会議室 

（９）問い合わせ先 

   済生会松山病院経理課 

   〒７９１－８０２６ 松山市山西町８８０番地２ 

   電話：０８９－９５１－６１１１ 

FAX：０８９－９５３－３８０６ 

E-mail：shimizu-yoshiharu@matsuyama.saiseikai.or.jp 

担当者：用度係 清水、都築、福島 

（１０）入札保証金 

   免除する。 

（１１）入札の無効 

   ① 次のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。 

    ・ 入札に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した入札書 

・ 入札者に要求される事項を満たさない者の提出した入札書 

・ 申請書及び資料に虚偽の記載をした者の提出した入札書 

・ 入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提

出した入札書 

   ② 無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことと

する。 

（１２）契約書作成の要否 

    要 

（１３）落札者の決定 

   ① 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で社会福祉法人恩賜

財団済生会

契約手続要領第８条の規定に基づいて作成された予定価格を下回る最低価格を

mailto:shimizu-yoshiharu@matsuyama.saiseikai.or.jp


もって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札は 3 回までとし、入

札予定価格に達しない場合は入札価格に最も近い額を入札された会社と個別に

交渉とするか不落とする。 

（１４）入札者に求められる義務 

   ① 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術

上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明

をしなければならない。 

   ② 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた物品等に係る技

術仕様等について、指定する期日までに入札に参加する者の負担において完全

な説明をしなければならない。 

以上 

 


